
 適正化事業に係る保険者支援の取り組み強化について【兵庫県国保連】 

 概要 

第 6 期「介護給付適正化計画」に関する指針が示された令和 5 年 9 月から、兵庫県国保連合

会では、医突・縦覧点検における支援内容の拡充など、介護給付適正化支援業務の重点化及び

内容の充実について、検討を開始し、数回の介護保険代表者協議会における協議、保険者への

意向調査、説明会等を経て、医突・縦覧点検の拡充を行うに至る。 

 

 実施状況 

○医突・縦覧点検業務における同月過誤処理の実施 

８つの医突・縦覧点検帳票について、令和 7 年 1 月照会分より、事業所からの回答結果に基

づき兵庫県国保連合会審査委員会において正当・過誤の判断を行い、過誤と判断された場合は、

同月過誤処理を行うという一連の処理を実施している。 

○縦覧点検業務（オプション処理）の新設 

２つの縦覧点検帳票について、令和 7 年 5 月照会分から、受給者ごとの個別の理由により保

険者が給付を認めている個別の情報を提出してもらい、国保連合会において疑義のある請求の

抽出、事業所への確認、事業所からの回答に基づき兵庫県国保連合会審査委員会において正

当・過誤の判断を行い、過誤と判断された場合は、同月過誤処理を行うという一連の処理を行

っている。 

○医突・縦覧点検を拡充するにあたって保険者と調整 

保険者向け説明会を開催し、以下の点について保険者に注意を促すなどの調整を行った 

（１）過誤重複処理の防止 

（２）過誤未調整分に係る戻入分の未納への対応 

（３）縦覧点検オプション処理において事業所照会対象から除外する項目 

 

 効果 

＜照会件数と回答件数の比較＞ 

令和 6 年上半期と令和 7 年上半期を比較すると、照会件数は 242 件増、113.8％と伸びている

ものの、うち「請求誤り」と回答のあった件数は、24 件減、98％という結果であった。 

＜過誤件数及び効果額の増加＞ 

「請求誤り」と回答のあった件数は減少したが、過誤件数及び効果額は令和 6 年上半期と令和

7 年上半期を比較すると、件数は 440 件増、160.5％、効果額は約 700 万円増、154.2％と大き

く伸びた。 
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